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別
記
第
十
四
号
様
式
及
び
別
記
第
十
五
号
様
式
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
要
項
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

法
の
施
行
の
日
の
前
日
以
前
に
供
給
計
画
の
認
定
を
受
け
た
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
に
係
る
整

　

備
費
補
助
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

法
の
施
行
の
日
の
前
日
以
前
に
供
給
計
画
の
認
定
を
受
け
た
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
で
、
法
の

　

施
行
の
日
の
前
日
以
前
に
直
近
の
入
居
者
の
募
集
が
行
わ
れ
た
も
の
に
係
る
入
居
者
の
資
格
に
つ
い
て

　

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４　

法
の
施
行
の
日
の
前
日
以
前
に
供
給
計
画
の
認
定
を
受
け
た
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
で
、
法
の

　

施
行
日
以
前
に
行
わ
れ
た
募
集
に
よ
る
入
居
者
に
係
る
家
賃
減
額
補
助
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

　

に
よ
る
。

熊
本
県
告
示
第
八
百
三
十
九
号

　

熊
本
県
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
補
助
金
等
交
付
要
項
の
一
部
を
改
正
す
る
要
項
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　
　
　

熊
本
県
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
補
助
金
等
交
付
要
項
の
一
部
を
改
正
す
る
要
項

　

熊
本
県
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
補
助
金
等
交
付
要
項（
平
成
十
二
年
熊
本
県
告
示
第
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
中
「
補
助
金
等
」
を
「
補
助
金
」
に
改
め
る
。

　

第
一
条
中
「
第
十
一
条
及
び
第
十
九
条
」
を
「
第
十
条
及
び
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
中
「
こ
の
要
領
」
を
「
こ
の
要
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
処
分
等
）

第
二
十
二
条 　

こ
の
要
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
も
の
に
係
る
処
分
等
に

　

つ
い
て
は
、
国
庫
補
助
要
領
第
二
十
四
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

　

第
十
八
条
中
「
認
定
事
業
者
」
を
「
認
定
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

　

第
十
七
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

　

第
十
六
条
中
「
認
定
事
業
者
」
を
「
認
定
事
業
者
等
」
に
、
「
制
度
要
項
第
十
九
条
」
を
「
制
度
要
項

第
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
中
「
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
」
を
「
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
等
」
に
、
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「
管
理
月
数
を
乗
じ
た
額
」
を
「
管
理
月
数
を
乗
じ
た
額
と
し
、
国
庫
補
助
要
領
第
十
三
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
算
出
し
た
額
を
限
度
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す

る
。

２　

前
項
の
入
居
者
負
担
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
百
円
未
満
を
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
認
定
事
業
者
」
を
「
認
定
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三

条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
認
定
事
業
者
」
を
「
認
定
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
認
定
事
業
者
」
を
「
認
定
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
認
定
事
業
者
」
を
「
認
定
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
国
庫
補
助
要
領
第
十
七
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
計
画
の
変
更
又
は

補
助
金
の
額
の
変
更
」
を
「
補
助
金
の
額
に
変
更
を
生
じ
る
事
業
計
画
の
変
更
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八

条
と
す
る
。

　

第
六
条
を
第
七
条
と
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
認
定
事
業
者
」
を
「
認
定
事
業
者
等
」
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
制

度
要
項
第
十
一
条
」
を
「
制
度
要
項
第
十
条
」
に
、
「
建
設
等
に
要
す
る
」
を
「
整
備
に
要
す
る
」
に
、

「
熊
本
県
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
建
設
事
業
費
補
助
金
交
付
申
請
書
」
を
「
熊
本
県
高
齢
者
向
け
優

良
賃
貸
住
宅
整
備
事
業
費
補
助
金
交
付
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
二
項
中
「
高
齢

者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
の
建
設
等
」
を
「
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
」
に
改
め
、
同
条
を
第

六
条
と
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
認
定
事
業
者
」
を
「
認
定
事
業
者
及
び
県
の
要
請
に
基
づ
き
高
齢
者
向
け
の
優
良

な
賃
貸
住
宅
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
公
社
（
以
下
「
認
定
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
高
齢
者
向

け
優
良
賃
貸
住
宅
の
建
設
等
」
を
「
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条

と
す
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
中
「
建
設
等
」
を
「
整
備
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住

宅
の
建
設
等
」
を
「
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
」
に
、
「
別
表
に
定
め
る
補
助
対
象
の
区
分

に
応
じ
て
、
国
庫
補
助
要
領
第
四
か
ら
第
八
」
を
「
別
表　

欄
に
掲
げ
る
補
助
対
象
経
費
で　

欄
に
掲
げ

（い）

（ろ）

る
事
業
者
の
施
行
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
国
庫
補
助
要
領
第
四
か
ら
第
十
ま
で
」
に
、
「
補
助
率
」
を

「　

欄
の
補
助
率
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

（は）

　

第
二
章
の
章
名
中
「
建
設
等
」
を
「
整
備
」
に
改
め
る
。

　

第
一
章
第
二
条
中
「
制
度
要
項
」
を
「
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法

律
第
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
十
三
年
政
令
第
二
百
五
十
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
五
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
平

成
十
年
四
月
八
日
建
設
省
住
建
発
第
四
十
号
。
」
を
「
平
成
十
三
年
八
月
五
日
国
住
備
発
第
九
十
号
。
」

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
整
備
基
準
）

第
三
条　
 
こ
の
要
項
に
よ
る
補
助
の
対
象
と
な
る
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
等
は
、
法
及
び
省
令
で
定

　

め
る
基
準
並
び
に
国
土
交
通
省
住
宅
局
長
が
定
め
る
整
備
基
準
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

　

い
。

　

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
四
条
関
係
）
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（い）

補　

助　

対　

象　

経　

費

住
宅
の
共
用
部
分
等
整
備
に
要
す
る
費
用

・
共
同
施
設
整
備
費（
公
園
、広
場
、緑
地
、通
路
、

　

立
体
的
遊
歩
道
、
人
工
地
盤
施
設
、
駐
車
施
設

　

及
び
高
齢
者
等
生
活
支
援
施
設
の
整
備
に
要
す

　

る
費
用
）

・
住
宅
共
用
部
分
整
備
費
（
共
用
通
行
部
分
整
備

　

費
、
防
災
性
能
強
化
工
事
費
、
機
械
室
（
電
気
室

　

を
含
む
。）、集
会
所
及
び
管
理
事
務
所
整
備
費
、避

　

難
設
備
、消
火
設
備
、警
報
設
備
、監
視
装
置
、避
雷

　

設
備
及
び
電
波
障
害
防
除
設
備
設
置
費
並
び
に
社

　

会
福
祉
施
設
等
と
の
一
体
的
整
備
費
）

加
齢
対
応
構
造
等
に
要
す
る
費
用

・
警
報
装
置
の
設
置
、
高
齢
者
等
の
た
め
の
特
別
な

　

設
備
の
設
置
及
び
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
に
要
す

　

る
費
用

団
地
関
連
施
設
整
備
に
要
す
る
費
用

・
給
水
施
設
、
排
水
処
理
施
設
、
道
路
及
び
公
園
の

　

整
備
に
要
す
る
費
用

住
宅
の
建
設
に
要
す
る
費
用

・
主
体
工
事
、
屋
外
附
帯
工
事
及
び
共
同
施
設
工
事

　

に
要
す
る
費
用

　
（ろ）

事
業
者

認
定
事
業
者
及
び
省
令

第
三
十
条
に
規
定
す
る

者
（
た
だ
し
、
省
令
第

三
十
条
に
規
定
す
る
者

に
つ
い
て
は
、
既
存
住

宅
等
を
改
良
す
る
場
合

に
限
る
。
）

認
定
事
業
者
及
び
省
令

第
三
十
条
に
規
定
す
る

者省
令
第
三
十
条
に
規
定

す
る
者

　
（は）

補
助
率

三
分
の
二
以
内

三
分
の
一
以
内


